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著作権情報集中処理機構（CDC）の設立 

音楽配信における権利処理のための共通インフラを構築

2009年3月、ネットワーク音楽著
作権連絡協議会（NMRC）と日本音
楽著作権協会（JASRAC）が中心と
なり、音楽配信に伴う権利者情報を
一元的に管理する「著作権情報集中
処 理 機 構 」（CDC：Copyright Data 
Clearinghouse）が設立された。利用
者団体と権利者団体が共同でこうした
インフラを整備しようとすることは、「た
いへん画期的なことで、世界でも初め
ての試みだろう」とCDC代表理事を務
める佐々木隆一氏は胸を張る。

音楽配信と著作権処理の課題
現在、JASRACと契約している配信

事業者は約1000 社、サイト数は1万
に達する。競争の激化により、1社当た
りの配信曲目数は平均10万曲と4年
前に比べて約3倍に増加した。大規模
な配信サイトでは100万曲以上の楽曲
を扱っている。また、著作権管理事業
者には、JASRACのほか、「ジャパン・
ライツ・クリアランス」（JRC）、「イーラ
イセンス」、「ダイキサウンド」、「アジア
著作協会」（ACA）、「ジャパンデジタ
ルコンテンツ」（JDC）などがあり、今後
も増える可能性がある。

コンテンツプロバイダーなどが楽曲
をネット配信する場合、その曲の著作
権情報を各管理事業者の持つデータ
ベースで照会して楽曲IDを特定し、利
用実績を管理事業者ごとに報告し権利
処理を行わなければならない。膨大な
数の楽曲の権利処理の煩雑さは、配
信事業者にとっても権利団体にとって
も大きな負担となっていた。
「なにしろ曲が多い。ネット音楽配

信市場は、現在、着メロや着うた、PC
向けなど合わせて約1400 憶〜 1500
億円という規模だ。使われる楽曲数も
100万〜 200万曲となり、そうなると
権利処理はとても手作業では無理」と
佐々木氏は事業者の実務処理の限界

を訴える。その解決のため、CDCが組
織されたというわけだ。

作業負荷軽減によりコストも縮小
著作権処理に関するCDCのサービ

スは次のようなものだ。まず配信事業
者がCDCに利用楽曲データを送ると、
CDCは楽曲IDなどの著作権管理情報
を付加して送り返す。一方、CDCから
管理事業者には利用曲目報告が送ら
れる。管理事業者はそれをもとに配信
事業者に請求書を出すという仕組みで
ある（図1参照）。運営費はコンテンツ
プロバイダーと管理事業者の両方から
集中処理機構の利用料を徴収して賄う
ことになる。

また、「フィンガープリント」技術を利
用した楽曲のマッチングも行う。フィン
ガープリントとは音の波形から楽曲を
特徴づけるデータを抽出したもので、こ
れをデータベースに登録しておけば、利
用したい楽曲のタイトルやアーティスト
などがわからない場合でも、フィンガー
プリントを生成してデータベースに照合
することで正確な楽曲IDが特定でき、

自動的に利用曲目報告が行える。
これまで1000 社がバラバラに処理

してきた利用曲目件数は1か月当たり
約3500万件に上る。これをCDCで
集中的に行えばネット音楽配信市場全
体で大きなコスト削減が実現できるは
ずだ。

そうなれば、音楽配信市場のさら
なる拡大も期待できる。権利処理に
はいろいろな知識や経験が必要だが、

「CDCに処理を任せれば、コンテンツ
プロバイダー側ではノウハウや専任担
当者などの用意が最小限で済み、参入
しやすくなる」と佐々木氏は言う。

CDCは、5月下旬にシステムの開発
会社を決定し、6月から開発を開始す
る。2010年1月までに完成させ、2010
年4月からのサービス開始を予定して
いるという。

こうした仕組みは、将来的に音楽配
信以外のコンテンツにも生かされる可
能性もある。CDCの試みは、ネット上
のさまざまな権利を集中処理するため
のモデルとして注目に値するだろう。

（取材・文／編集部）

図1　著作権情報集中処理のイメージ

④各団体はそれぞれ請求計算を行い、コンテンツプロバイダーに直接請求

①データ送信
③利用曲目報告

③楽曲IDなどの
情報返却

⑤委託者へ分配

②一括処理
 ・ 楽曲ID付与
 ・ 管理団体比率算出

コンテンツ 委託者

コンテンツ
プロバイダー

集中処理機構

管理事業者①

管理事業者②

管理事業者③

JASRAC

出所　著作権情報集中処理機構



http://IWParchives.jp/
mailto:iwp-info@impress.co.jp



